
 

寄付者の皆様へ 

 

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会ボランティアセンター 

 

 

使用済み切手及び使用済みプリペイドカードの取扱いの終了について 

 

 

 平素から、社協事業の推進につきまして、特段のご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、これまで旭川市社会福祉協議会ボランティアセンター・愛情銀行へお持ちいただいている寄

付物品のうち、使用済みの切手とプリペイドカードについては、ボランティアセンターから北海道外

の取扱団体へ送付（使用済み切手は「日本キリスト教海外医療協会」又は「誕生日ありがとう運動本

部」に、使用済みプリペイドカードは「誕生日ありがとう運動本部」に送付。）しておりましたが、こ

れらの資源を旭川市内で活用するのが難しいことや取扱団体に送付する郵送コストが上昇しているこ

と等を考慮し、この２種類については、令和４年１２月末をもってボランティアセンターでの取扱い

を終了させていただきます。 

なお、これ以外のものにつきましては引き続き受け付けいたしますので、今後ともご協力をよろし

くお願いいたします。 

 

１ 今後の使用済み切手、使用済みプリペイドカードの取扱い 

お手元に収集されている使用済み切手、使用済みプリペイドカードは、１２月２３日（金）までに

ボランティアセンターへお持ちください。 

センターでの収集受付を終了した令和５年１月以降に寄贈を希望される方は、直接任意の取扱団体

へ送付をお願いいたします。なお、ボランティアセンターで把握している取扱団体は次のとおりです

が、これ以外にも取扱う団体があるものと思われます。 

〈ボランティアセンターで把握している取扱団体〉 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18-51 JOCS東京事務局 「日本キリスト教海外医療協会」 

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町 4-3-1 神戸トークビル 805「誕生日ありがとう運動本部」 

 

２ 引き続きボランティアセンターで取り扱う物品 

 使用済み切手、使用済みプリペイドカードの取扱いは終了しますが、未使用切手、未使用はがき、

書き損じはがき、ベルマークは引き続き寄付の受付を行います。これら物品の受付後の流れは次のと

おりです。 

寄付物品名 受付後の取扱い 

未使用切手 ボランティア振興のため、ボランティアセンター業務における案内発

送等の郵送時に活用します。 未使用・書き損じはがき 

ベルマーク 
ボランティア「五葉会」の協力を得て点数を集計し、旭川養護学校へ

寄贈します。旭川養護学校で学習用品等に交換して活用されます。 

 

【お問合せ・連絡先】 

              〒０７０－００３５ 旭川市５条通４丁目ときわ市民ホール１階 

              旭川市社会福祉協議会ボランティアセンター（担当 貞森・岡田） 

             電話：２１－５５５０／ＦＡＸ：２３－０７４６ 


